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令 和 ３ 年 度 事 業 計 画 書 

 

Ⅰ 実 施 方 針 

このたびの新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、医療や社会経済に多大なる影響をもたらし

た。本会も感染防御を第一に、事務所の一時閉鎖及び在宅勤務の実施、獣医学術学会年次大会等の

中止、総会等会議の書面開催又は Web 開催等を余儀なくされた。この新型コロナウイルス感染症も

動物由来の人と動物の共通感染症と言われており、その対策を講じるうえで、人と動物の健康及び

環境保全を一体的に推進するワンヘルスアプローチの重要性が一層高まっている。 

日本獣医師会では、国境を超えて広範な地域にまん延する人と動物の共通感染症や薬剤耐性

（AMR)問題の拡大が懸念される中、平成22年に「動物と人の健康はひとつ。そして、それは地球の

願い。」という活動指針を採択してワンヘルスの考え方を取り入れ、平成25年には日本医師会との

学術協定を締結するとともに、地域における医師と獣医師の連携活動を推進する等関係者の情報共

有を促進してきた。 

一方、平成30年、岐阜県において我が国で26年ぶりとなる豚熱（CSF）が発生し、国内に感染が

拡大した。野生イノシシにおいても本病の感染が確認されて感染地域が拡大したことを受け、国内

の飼育豚においても限定的なワクチン接種が実施されているが、未だ感染が収束しない状況にある。

また、中国をはじめ韓国等アジア地域の近隣諸国ではアフリカ豚熱（ASF）の発生も拡大し、我が

国への侵入が懸念されるほか、令和２年冬季には高病原性鳥インフルエンザの国内での感染が拡大

している。 

また、令和元年６月には、日本獣医師会及び地方獣医師会が長年にわたって検討し、要請を続け

てきた動物愛護管理法の改正による販売用の犬・猫へのマイクロチップの装着・登録の義務化、及

び愛玩動物看護師法の新規制定が実現した。今後は、これらの二つの新制度が人と動物の共生社会

の構築に向けて真に国民全体の利益向上に繋がるよう、改正法及び新法の適正な運用に尽力し、協

力していく必要がある。 

このほか、勤務獣医師の処遇改善による獣医師の職域・地域の偏在の解消、女性獣医師の活躍推

進、災害時動物救護体制の確立、獣医学教育の改善・充実等について、部会委員会におけるこれま

での議論を一層発展させて具体的な対応策を検討し、適宜実行していくこととしている。 

また、国際交流事業については、第２回世界獣医師会-世界医師会”One Health”に関する国際

会議において合意された福岡宣言を受け、国内のみでなく海外へもワンヘルスの推進に関する情報

発信を行っている。また、本会は世界獣医師会（WVA）及びアジア獣医師会連合（FAVA）の会員国

として、さらに東アジア三カ国獣医師会の覚書に基づき国際交流活動に積極的に取り組むとともに、

アジア地域臨床獣医師等総合研修事業を通じて一層国際的な信頼を得られるよう努めてきたとこ

ろである。 

このような我が国の国際貢献が認められ、令和元年10月に開催された FAVA 代表者会議において

令和４年に開催が予定されている第21回 FAVA 大会の福岡県への誘致が満場一致で可決された。ま

た、令和２年10月の FAVA 代表者会議においては本会藏内会長が FAVA 副会長に就任した。今後第21

回 FAVA 大会の開催準備と令和４年度獣医学術学会年次大会の同時開催に向けた準備を鋭意進めて

いくこととしている。 

さらに、本会の組織強化のため、地方獣医師会における組織率の向上を図るとともに、一般市民

向け及び地方獣医師会・会員構成獣医師向けの広報を強化し、情報提供体制を充実させるとともに、

英語版ホームページを通じて国際的な情報提供体制の充実を図っている。また、本会の財政基盤の

強化のために、収益事業にも積極的に取り組むこととしている。 

以下に、本年度における重点的な取組み事項を示す。 
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１ 事業推進特別委員会による検討 

  「福岡宣言」に基づくワンヘルスの推進として、①新型コロナウイルス感染症等の感染症対策及

び②主に小動物臨床における薬剤耐性対策、並びに③マイクロチップの指定登録機関としての体制

整備について、事業推進委員会に以下の検討委員会を設置し、関連する職域別部会と連携して集中

的に対応策を検討し、随時又はその結論を得て、本会の要請活動等の施策に反映させる。 

 

（１）ワンヘルス推進検討委員会 

   医師会のほか、ワンヘルスの推進に関連する団体、国際機関等との具体的な連携強化及び活動、

特に地方行政機関との連携の下で、感染症対策、動物介在活動を含む老齢化対策等について総合

的に検討する。 

 

（２）薬剤耐性（AMR）対策推進検討委員会 

   政府が策定・公表する新たな薬剤耐性（AMR）対策行動計画（2021-2025）に基づく普及・啓発、

モニタリング調査等への協力、特に小動物臨床現場における抗菌性物質の慎重使用のための具体

的な対策、新しい行動計画の推進のための方策等について検討する。 

 

（３）マイクロチップ普及推進検討委員会 

   「動物の愛護及び管理に関する法律」（動物愛護管理法）の改正による販売用の犬・猫等家庭動

物に対するマイクロチップ（以下「MC」という。)装着・登録の義務化が円滑に行われるよう、本

会の登録システム整備と指定登録機関としての業務対応、地方獣医師会と会員構成獣医師との連

携体制の構築、個人情報の適正な取扱い等獣医師会の全体的な情報ネットワーク管理体制の構築

等に関する施策展開並びに狂犬病予防事業との一体的な運用体制の整備等について検討する。 

 

２ 個別重要課題に対する事業運営 

（１）ワンヘルスの推進に関する対応 

   上記１の（１）における特別委員会の検討結果を踏まえ、福岡宣言において具体的な実践項目と

して挙げられた①人と動物の共通感染症対策の強化、②薬剤耐性(AMR)対策、③医学・獣医学教育

の改善・整備及び④健康で安全な社会の構築に係る課題解決のために、総論的取組みとしての医

師・獣医師の交流の促進と協力関係の強化を図ることとし、日本医師会との連携シンポジウムの開

催等を実施する。特に感染症対策及び老齢化対策（動物介在活動を含む。）の推進に関する対応は、

産業動物臨床、小動物臨床、家畜衛生・公衆衛生、動物福祉・愛護の各部会が必要に応じて連携し

て取り組む。 

 

（２）薬剤耐性(AMR)対策の推進に関する対応 

  上記１の（２）における調査・検討の結果を踏まえ、農林水産省、厚生労働省等の指導及び支

援の下で、医師会及び医師、動物用医薬品業界等と連携しつつ、産業動物臨床及び小動物臨床部

会等と連携して具体的な AMR 対策に関する獣医師、医師、動物用医薬品業界及び一般市民との情
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報交流、普及活動、リスク管理施策の推進等を行う。また、「薬剤耐性（AMR)対策アクションプ

ラン（2021-2025）」への効果的な対応に向けた施策を推進する。 

 

（３）マイクロチップの普及啓発に関する対応 

   上記１の（３）における検討結果を踏まえ、動物愛護管理法の一部改正による MC装着・登録の

義務化に伴う施策が円滑に実施されるよう、本会、地方獣医師会及び会員構成獣医師の連携体制

の構築並びに社会への MC装着・登録に関する普及啓発等を行う。 

   また、本会の法に定める指定登録機関への指定を目指し、動物適正管理個体識別登録事業にお

ける MCデータベースの情報セキュリティを強化するため本会における情報管理体制を整備する。

あわせて、地方獣医師会における MCの情報収集・管理体制の構築並びに個人情報の取扱いの適正

化等、獣医師会全体の情報ネットワーク管理を強化することにより、指定登録機関としての業務

が円滑に実施できるよう体制整備を図る。 

   さらに、MCの装着・登録を狂犬病予防法の犬の登録制度における鑑札のみでなく、注射済票の

代替措置とすることにより、飼い主の利便性の向上を図る。また、犬猫の所有者に MC情報を活用

した様々な情報及びサービスを提供することにより、MC装着の付加価値を付与してその一層の普

及を図り、MCの全頭装着・登録に向けて効果的な運用環境を整備する。 

 

（４）獣医療提供体制の整備に関する対応 

より高度で多様な獣医療を提供するための専門獣医師制度の構築を含む総合獣医療・専門獣医

療提供体制の整備について、関係学術団体等と連携しつつ、「専門獣医師協議会（仮称）」の設置・

運営等具体的な施策を推進する。 

なお、愛玩動物看護師法の制定による愛玩動物看護師の国家資格化を踏まえ、本会としても、

新制度の円滑な実施、獣医療現場における獣医師と愛玩動物看護師等の適切な役割分担、愛玩動

物看護師の処遇改善と社会的地位の向上等について検討し、各種施策を講じながらチーム獣医療

提供体制の構築等を推進する。 

 

（５）豚熱等への対応 

  豚熱（CSF）、アフリカ豚熱（ASF)等への対策については、本会に豚熱等家畜伝染病対策検討委

員会を設置し、農林水産省の指導の下にこれらの疾病への防疫対応における本会や地方獣医師会

の協力支援方策について検討を行い、検討の結果を踏まえて速やかに要請活動等必要な措置を講

じる。 

 

（６）新型コロナウイルス感染症への対応 

 新型コロナウイルス感染症への対応については、本会に「新型コロナウイルス感染症等緊急対

策本部」を設置して検討の上、「愛玩動物と新型コロナウイルス感染症について」及び「新型コ

ロナウイルス感染症に対する小動物診療施設等の対応について」等の見解を発表し、地方獣医師

会、会員構成獣医師及び一般への情報普及に努めているところであり、本件については、今後も

対策本部及び関係部会委員会において検討を行い、検討の結果を踏まえて必要な措置を講じる。 
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３ 勤務獣医師の処遇と職場環境の改善及び女性獣医師の活躍推進に関する対応 

  勤務獣医師の処遇改善については、福岡県及び徳島県における特定獣医師職給料表の新設をはじ

め、各自治体の勤務獣医師に対する初任給調整手当の拡充等の成果を上げているが、今後も獣医師

独自の給料表の創設、期限付きの初任給調整手当に代わる恒久的な給与改善措置等の処遇改善に係

る対応及び魅力ある業務内容への改善が全国的に一層拡大するよう、地方獣医師会と連携しながら

要請活動を強化する。 

  女性獣医師の就業継続及び復職への支援等、女性獣医師の活躍推進については、平成25～26年度

の女性獣医師支援特別委員会における検討結果を踏まえ、女性獣医師活躍推進委員会において就業

支援対策を検討し、逐次実行する。「女性獣医師が活躍する職場は、男性獣医師を含むすべての獣

医師が活躍できる職場である。」という理念の下で、勤務条件及び職場環境の向上のための取組み

を強化する。 

 

４ 緊急災害時動物救護活動への対応 

  緊急災害時の対応については、地方獣医師会における対応及び日本獣医師会における対応を検討

し、ガイドライン及びマニュアルを策定したところである。現在、動物福祉・愛護委員会において、

ガイドライン及びマニュアルに沿った具体的な施策を検討中である。検討結果を踏まえて VMAT 構

成員の養成・登録及び全国的な派遣体制の構築等の救護体制を整備し、緊急災害発生時における動

物救護活動及び獣医療提供体制復旧の支援に備える。なお、VMAT の養成については災害動物医療研

究会が行っていた VMAT 講習会を継承し、さらに内容の充実強化及び専門獣医師制度への位置づけ

等を推進する。 

 

５ 獣医学教育環境の国際水準への整備充実に関する対応 

  本会が文部科学省及び獣医学系大学等多くの関係者と尽力してきた獣医学教育環境の国際水準化

に向けての取組みを継続する。また、獣医学実践教育推進協議会を通じて、コア・カリキュラムの

見直し、第三者評価の適切な実施等に関する支援を行う。特に、診療参加型臨床実習及び体験型家

畜衛生・公衆衛生実習については、農業共済団体や関係する行政機関等の実習受入機関と獣医学系

大学との連携を強化し、支援体制の整備に努める。 

 

６ 国際交流事業の振興に関する対応 

獣医学術に関する国際交流の推進のため、世界獣医師会（WVA）及びアジア獣医師会連合（FAVA）

等の関係国際機関の活動に一層積極的に参加する。特に、本会藏内会長が FAVA 副会長に就任した

ことを受け、同会の活動においてリーダーシップを発揮する。 

令和４年の開催が決定した第22回 FAVA 大会（福岡）については、組織委員会において具体的方

策を検討し、その決定に従って開催準備を進める。なお、令和３年10月にマレーシア・サラワクで

開催予定であった第21回 FAVA 大会は令和５年（2023 年）に延期されたため、令和４年の大会は第21

回 FAVA 大会（福岡）として開催されることとなった。 

東アジア三カ国（日本・韓国・台湾）における獣医学術交流については、大韓獣医師会、台湾獣

医師会と連携して合同シンポジウムの開催、WVA、FAVA への働きかけを積極的に実施する。  

また、日本中央競馬会及び公益財団法人全国競馬・畜産振興会の助成を受けて行うアジア地域臨

床獣医師等総合研修・ネットワーク事業を適正に実施し、アジア地域の家畜衛生事情の向上に努め

ることにより我が国への越境性感染症の侵入防止を図るとともに、アジア地域各国の獣医師会及び

研修修了獣医師との連携を一層強化する。 
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これらの国際交流活動を通じて本会の国際貢献を図るとともに、昨年度作成した英語版ホームペ

ージ（HP）を介して情報を海外に発信する。 

 

７ 組織の強化に関する対応 

  地方獣医師会の組織率向上を図るため、特に、新規若手獣医師等に対する有用かつ魅力ある獣医

師活動を提供する等、獣医師会組織の強化方策について検討を行い適宜実施する。特に、専門獣医

師制度の構築に伴う獣医学術学会等の企画内容の見直し、地方獣医師会及び会員構成獣医師との連

携下での MC 登録、狂犬病予防事業及び付加価値サービスの一体的運用体制の確立による業務の拡

大等を推進する。 

  本会の業務活動見直しのため、本会と地方獣医師会等の役割分担、活動の連携等について具体的

な方向性を検討するとともに、その結果を反映した本会事業のスクラップアンド・ビルドの実践、

事務局体制の効率化、健全な財政運営を図る。 

  あわせて、本会の組織の強化及び社会プレゼンスの向上のため、一般向け及び地方獣医師会・会

員構成獣医師向けの広報の強化を図るとともに、獣医学術学会年次大会や動物感謝デーなどの効率

的な運営を行う。 

  なお、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、会議、研修会・講習会、シンポジウム、学会等

の開催等事業の実施に当たっては対面による対応を基本とするが、状況によっては Web を活用する

ことも考慮する。また、地方獣医師会の事業においても Web の活用を推奨することとし、Web によ

る事業実施の方法等について助言を行う。 

 

Ⅱ 事 業 別 の 対 応 

１ 公益目的事業 

（１）部会委員会等運営事業 

ア 部会委員会の運営 

獣医学術、産業動物臨床、小動物臨床、家畜衛生・公衆衛生、動物福祉・愛護等の獣医師職域

に係る諸課題及び各職域に属さない又は複数の部会に重複する課題については、職域別の事業運

営機関である「部会」に委員会を設置して検討してきたところである。各部会委員会における検

討に当たっては検討課題を絞り、課題ごとに関連部会が連携して検討を行うこととする。 

これらの検討結果を踏まえ、広く国民の生活向上に貢献できる獣医療を提供することを目的と

して積極的に活動するとともに、関係機関への提言・要請等必要な施策を講じる。 

獣医学教育の整備充実については、診療参加型臨床実習及び体験型家畜衛生・公衆衛生実習に

おける実習環境の整備・提供等に積極的に協力し、獣医学実践教育推進協議会を通じて調整・支

援することにより我が国獣医学教育の国際水準化達成に向けた取組みを一層推進する。 

また、勤務獣医師の処遇改善については、関連部会の意見を反映し、関係団体及び地方獣医師

会との連携を図りながら対応する。 

イ 個別課題への対応 

個別課題については、事業推進特別委員会のもとに次の検討委員会を設置し、重点的に検討を

行い、積極的に活動するとともに、検討の結果を踏まえて、関係機関への提言・要請等必要な施

策を講じる。 

（ア）ワンヘルス推進検討委員会      

（イ）薬剤耐性（AMR）対策推進検討委員会 

（ウ）マイクロチップ普及推進検討委員会 
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 また、専門獣医療提供体制の整備については、「専門獣医師協議会（仮称）」において、豚熱（CSF)

及び新型コロナウイルス感染症への対応については、それぞれ、豚熱等家畜伝染病対策検討委員

会、新型コロナウイルス感染症等緊急対策本部において検討の上、その結果に基づいて施策を講

じる。 

  

（２）獣医師・獣医療倫理向上対策事業 

   獣医師が専門職としての社会的な信頼を得てその責任を果たすため、獣医師の職業倫理に関わ

る検討を行って本会の対応方針を決定するとともに、「獣医師の誓い- 95年宣言」、「産業動物医

療・小動物医療の指針」等の普及啓発に努める。あわせて、地方獣医師会と連携して倫理向上の

普及啓発のため講習会、研修会等を開催し、法令違反等の情報提供を行う。また、法令遵守に資

するため、法定事項とされる各般の獣医療提供証明行為等に係る書式等の作成提供を行う。 

 

（３）災害対策事業 

   本会で作成したガイドライン及びマニュアルの内容を踏まえ、緊急災害時における本会の動物

救援対策を円滑に行うための具体的な施策、各ブロック及び地方獣医師会における動物救援対策

実施のための体制整備、訓練等への支援を適宜実施する。また、各地での被災動物救護活動が円

滑に行われるよう、平常時の準備（VMAT の養成・整備のための講習会の開催を含む。）、発災時の

救護活動の対応及び救護活動の収束等の様々なステージにおける地域の活動を支援するとともに、

被災地における獣医療提供体制の復旧を支援する。さらに、緊急災害時の動物救護に係る地域拠

点施設の整備を支援する。 

 

（４）動物福祉適正管理施策支援事業 

   改正動物愛護管理法の普及啓発に努め、その円滑な施行に資するとともに、「所有者責任原則」

に基づく動物福祉・適正管理施策の推進を支援するために、以下の事業を展開する。 

 

ア 動物適正管理個体識別登録等普及推進事業 

マイクロチップ普及推進検討委員会における検討結果を踏まえ、動物愛護管理法の一部改正に

よる MC 装着・登録の義務化が円滑に実施されるよう、MC 装着・登録に関する普及啓発を行う。

また、本会の動物適正管理個体識別登録事業における MCデータベースの情報セキュリティを強化

し、法に定める指定登録機関への指定を目指す。 

さらに、MCの装着・登録を狂犬病予防法の犬の登録制度における鑑札のみでなく、注射済票の

代替措置とするほか、MC番号をキーとして飼い主の利便性の向上を図る様々な情報やサービスを

提供し、飼育者に MC装着の付加価値を付与して MCの一層の普及を図ることにより、全頭装着・

登録及び狂犬病予防事業と一体化した円滑かつ効果的な運用に向けて環境を整備する。 

なお、本事業の実施に当たっては、動物 ID 普及推進会議（AIPO）を通じて他の関係団体と連

携して円滑な推進を図るため、組織の強化、充実及び新たな事業展開に努める。  

  

イ 動物福祉愛護対策推進事業 

動物愛護管理法についての普及啓発活動に努め、同法の円滑な施行に資する。 

特に、次世代を担う子供達の動物福祉と愛護の精神の涵養に資するため、動物の福祉・愛護に

関する児童文学作品を対象とする日本動物児童文学賞の贈呈、学校における動物飼育や各種福祉

施設や病院等における動物とのふれあい活動等への支援を行う。 

 

（５）獣医事対策等普及啓発・助言相談・情報提供対応事業 

   獣医師・獣医療、獣医学術の果たすべき社会的役割の普及啓発とともに、獣医療及び動物福祉

の増進と適正管理に関する技術と知識に関する助言・相談、情報提供等を行い、本会事業の一層
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の発展を期する。 

 

ア 普及啓発活動事業 

「2021 動物感謝デー in JAPAN “World Veterinary Day”」は、2021 年10月２日(土) に東京

都において令和３年度動物愛護週間中央行事（屋外行事）と同時開催し、一般市民向けに人と動

物の共生、獣医師の職域と役割等に係る普及啓発を行う。2020 年の新型コロナウイルス感染症の

拡大を受け同年のイベントが中止されたことを踏まえ、2021 年度の開催に向けて地方獣医師会及

び動物福祉・愛護関係団体との連携を図るとともに、獣医学系大学及び獣医学生団体の参加並び

に獣医療、畜産関係及び動物関連産業界からの協賛・支援について引き続き協力要請を行う。併

せて、インターペット等の動物関係行事を通じて関係者との連携を図る一方、引き続き動物感謝

デー等、本会の普及啓発対策の在り方について検討する。 

本会の活動に関する普及啓発材料としてポスター、パンフレット等の作成、配布を行う。また、

海外との情報交換において活用するため、既に作成した英語版ホームページ及び英語版パンフレ

ットの見直しを適宜行い、国際的な情報の提供を図る。 

 

イ 助言相談事業 

獣医療、獣医学術・教育、家畜衛生、公衆衛生、動物薬事などの獣医事、動物福祉・愛護等に

関する市民、動物関連産業界、マスメディア、その他関係機関・団体等からの相談・照会等への

対応に努めるとともに、その成果については、地方獣医師会及び会員構成獣医師に情報提供する。 

 

ウ 情報等提供対応事業 

本会の組織の強化及び社会プレゼンスの向上のため、ホームページ、メールマガジン、プレス

リリース等により獣医事対策等に関する情報提供及び普及啓発を強化する。 

また、関係情報の収集・提供にあたっては、構成獣医師異動処理システム、マイクロチップデ

ータベース等に記録された個人情報の保守を強化し、情報の流出、システムの破壊等への有効な

対策の導入を行うとともに、地方獣医師会事務局に対する講習の実施等により、全国の獣医師会

全体のネットワークの情報セキュリティ強化のための対策を検討し、実行する。 

 

エ 獣医事・獣医学術教材提供事業 

必要に応じて、獣医師生涯研修用教材等の獣医学術専門教材、動物適正飼育管理普及教材の作

成及び提供を行う。 

 

（６）獣医事対策等国内外連携交流推進事業 

   各種獣医事対策に関し、国内外の関係者との連絡調整を行う。 

ア 獣医事対策等を推進するに当たって、地方獣医師会、関係省庁、大学等教育機関、関係団体、

動物関係産業界等との連携調整及び会議の開催、関係団体等の公益目的事業に対する後援・協

賛・賛助等による支援を行う。特に日本医師会との連携については、ワンヘルス推進検討委員会

において具体的な検討を行い、人と動物の共通感染症、薬剤耐性（AMR）に関するシンポジウム

の開催等を通じて関係者の情報共有を図る。 

  なお、チーム獣医療提供体制整備のための愛玩動物看護師の国家資格化への対応については小

動物臨床委員会における検討結果を踏まえ、また、診療参加型臨床実習、体験型家畜衛生・公衆

衛生実習に関する体制整備については獣医学実践教育推進協議会を通じて調整、支援を行う。 

  また、専門獣医師制度については、本会内に設置する「専門獣医師協議会（仮称）」における

協議結果を踏まえ、関係学協会と連携しながら専門獣医師制度の構築に係る具体的な施策を推進

する。 

イ 本会の獣医学術部会を中心に獣医学術交流のあり方について検討を行い、WVA・FAVA 等の獣医
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学術に関する国際機関・団体、その他の諸外国獣医師会等関係者との連携・協力を図る。FAVA 活

動においては、藏内会長の FAVA 副会長就任及び 2022 年の FAVA 会長就任（予定）を受けて、同

会長の FAVA 会務の支援を積極的に行い、FAVA 活動を通じて獣医事の国際的な振興・普及に一層

の貢献を図る。 

  2022 年、福岡県における開催が決定した第21回 FAVA 大会については、開催準備を鋭意進めて

いく。また、東アジア三カ国（日本・韓国・台湾）における獣医学術交流については、平成30年

に調印した覚書(MoU)に基づき、活動を推進する。 

 

（７）獣医事対策等調査研究事業 

獣医療提供体制整備推進対策等、国内外の調査研究事業の実施に努め、その事業成果を獣医事

施策の推進に反映させることにより、獣医事の向上に資する。 

 

（８）獣医学術学会事業 

   獣医学術に関する調査・研究業績の発表、討論及び講演並びに市民公開講座等を獣医学術学会

年次大会において開催するとともに、獣医学術の功績者に対する獣医学術賞の選考・審査・表彰

を行って学術業績評価に努める。獣医学術分野別３学会で構成する学術学会については、その運

営について獣医学術部会で検討を行う。 

   また、各地区単位で開催される獣医学術地区学会の運営についても総務委員会における検討結

果を踏まえ、令和４年度からの実施に向けて対応する。 

   なお、令和３年度の日本獣医師会獣医学術学会年次大会は、令和４年１月21日（金）～23日（日）

までの３日間、会場は神戸国際会議場において開催する。 

 

（９）獣医学術振興・人材育成事業 

ア 日本獣医師会雑誌提供事業 

獣医学術の振興・普及、獣医事及び動物福祉等に関する専門情報の提供、更には、獣医師をは

じめ広く獣医療従事者の人材育成を担う学術専門情報媒体として日本獣医師会雑誌（日獣会誌）

を編集・発刊するとともに、獣医療をはじめとする獣医事全般、動物の福祉、野生動物保護を含

む動物の適正管理など総合的な情報の媒体としての誌面を提供する。また、日獣会誌のうち獣医

学術学会誌については、①産業動物臨床・家畜衛生関連部門、②小動物臨床関連部門、③獣医公

衆衛生・野生動物・環境保全関連部門ごとに投稿された調査・研究論文の原著、短報等を掲載し、

獣医学術の業績評価により獣医師の人材育成に資する。なお、獣医学術学会誌については、平成

25年４月から紙媒体のみでなく、電子媒体を利用した国内外への発信・提供に努めてきたが、近

年のオンラインツールの一層の利便性向上を踏まえ、獣医学術学会誌編集委員会、地方獣医師会

等の意見を聞いたうえで、令和４年１月号から電子媒体への一本化に取り組む。 

 

イ 獣医師生涯研修事業 

地方獣医師会はじめ、獣医学系大学、獣医学術団体等の協力の下、小動物・産業動物診療、家

畜衛生・公衆衛生、教育・試験研究機関など多岐にわたる職域に就業する獣医師のために、各職

域の特性に応じた研修プログラムの策定、研修プログラムに参加する場の提供、研修プログラム

参加の評価を行うことにより、獣医師の人材養成と質の確保に努める。 

また、本事業と専門獣医師制度の養成プログラムとの連携を図ることにより、参加者への動機

づけを行う。 

 

ウ 獣医学術講習会・研修会事業 

 （ア）獣医学術振興・普及及び国際交流等助成事業 

獣医学術の振興・普及及び獣医事の向上を目的とするシンポジウム、講習会、セミナー等を
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地方獣医師会、その他獣医学術団体等の支援・協力の下で開催し、広く獣医学術の振興・普及

と獣医師等の人材育成に努める。なお、講習会、セミナー等については、映像の収録とインタ

ーネットを利用した情報配信に努め、波及効果の向上を図る。専門獣医師制度に向けて、「専

門獣医師協議会（仮称）」における協議結果を踏まえ、専門獣医師の養成に係る講習会、セミ

ナー等を開催する。 

また、WVA、FAVA 等の獣医学術に関する国際機関・団体、その他の諸外国獣医師会等関係者

との連携・協力を図り、アジア地域臨床獣医師等総合研修・ネットワーク事業を適正に運営し、

アジア地域における家畜衛生事情の向上に努めるとともに、アジア地域各国の獣医師会及び研

修修了獣医師との連携を一層強化する。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、シンポジウム等の学術イベントが Web 開催される

機会が増えていることを受け、積極的に広報を行って参加を呼びかける。特に、会員構成獣医

師にとって英語で行われる国際シンポジウムに Web を介して参加できる機会は貴重であると思

われるため、これらの広報に注力する。 

福岡県において開催する第 21 回 FAVA 大会の開催等を通じて国際的な獣医事関係情報を交

換・普及することにより、我が国の獣医師が獣医学的知識・技術の向上を図るための活動等に

積極的に貢献する。 

 

（イ）女性獣医師活躍推進対策事業 

女性獣医師の活躍推進については、職域総合部会の女性獣医師活躍推進委員会における検討

の結果に基づき、研修会の開催、情報提供活動等を行うとともに、「女性獣医師が活躍する職

場は、男性獣医師を含むすべての獣医師が活躍できる職場である。」という理念を具体化する

ために、勤務条件の改善及び職場環境の向上のための取組みを強化する。 

 

 

（10）獣医学術振興調査研究事業 

獣医学術に関する産業動物臨床、小動物臨床及び獣医公衆衛生各部門の振興・普及と獣医師人

材の育成対策に係る国内外の調査研究事業の実施に努めるとともに、獣医学術振興施策の推進に

反映させ、その事業成果を公表し、獣医学術の普及と獣医師人材の育成に資する。 

 

２ 収益事業 

公益目的事業の推進に資するために行う不動産の貸付 

   本会が所有する基本財産である不動産の適正管理及び運営に努めるとともに、不動産貸付事業

として貸付を行い、本事業の収益の一部を公益目的事業の実施費用として充当し、公益目的

事業の円滑な推進に資する。 

なお、本会が区分所有する新青山ビルは築43年を迎え、その資産価値の維持・向上を図るため、

三菱地所株式会社と合意した長期修繕工事の的確な実施に努めるとともに、将来における新青山

ビルの建替えに備え、建替え資金の造成方法について検討し、適宜対応する。 

また、本会の財政基盤の強化のため、獣医事に係る収益事業の在り方について検討を行い、そ

の結果に基づいて収益事業に積極的に取り組む。 
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３ その他事業（相互扶助等の共益目的事業） 

公益目的事業の推進に資するために行う獣医師の福祉等の向上対策 

 

（１）獣医師福祉共済事業 

   本会が契約者として実施する獣医師福祉共済事業(獣医師生命共済事業、獣医師医療共済事業、

獣医師年金共済事業、獣医師賠償共済事業及び獣医師所得補償事業)を推進するとともに、一層の

普及に努める。特に、①令和 2年度から保険契約内容が変更された獣医師賠償共済事業(診療施設

契約・獣医師個人契約、狂犬病予防注射事業契約)及び②獣医師総合福祉生命共済保険の加入率向

上については、引受保険会社と地方獣医師会との連携、協力の下で、会員構成獣医師等の福利厚

生事業として一層の推進に努める。 

 

（２）褒賞・慶弔等事業 

   「日本獣医師会褒賞規程」及び「日本獣医師会慶弔等規程」等の関係規程に基づく褒賞・慶弔

等事業のほか、小学生等による動物愛護作品の優秀者に対する褒賞については、「日本獣医師会動

物愛護週間関連行事褒賞規程」に基づき実施する。 

 

４ そ の 他 

事業１、２、３に掲げた事業以外で緊急に対応する必要が生じた事項については、必要に応じ、

理事会等において協議等の手続きを経たうえで実施する。 

なお、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、会議、研修会・講習会、シンポジウム、学会等

の開催等事業の実施に当たっては対面による対応を基本とするが、状況によっては Web を活用する

ことも考慮する。また、地方獣医師会の事業においても Web の活用を推奨することとし、Web によ

る事業実施の方法等について助言を行う。 

また、Web による研修会・講習会、シンポジウム、学会等のイベントの開催について、会員構成

獣医師に広報して参加を促す。 

 


